
⑧欄の割合が 90％以上である場合は、
100.0％と書きます。

認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用
の額に含まれる消費税額等が、新消費税額
等とその新消費税額等以外の額（以下「旧
消費税額等」といいます。）の合計額から
成る場合には、裏面の算式で計算した㉖の
金額を⑪欄に転記します。

（平成26年４月１日以後居住用）

　この明細書は、認定住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定住宅の取得をして平成 26年４月１日

以後に居住の用に供した方が、認定住宅新築等特別税額控除を受ける場合に、認定住宅新築等特別税額控除

額を計算するために使用します。

　詳しくは、「認定住宅新築等特別税額控除を受けられる方へ」を読んでください。

　なお、平成 26年３月 31日以前に居住の用に供してこの控除を受ける場合には「認定住宅新築等特別税額控

除額の計算明細書（平成26年３月31日以前居住用）」を使用してください。

28.11

４３，８００

650万円・500万円認 　 定 　 住 　 宅 　 限 　 度 　 額

⑨と⑩のいずれか少ない方の金額

㉓

該当する金額を○で囲んでください。
認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用
の額に含まれる消費税額及び地方消費税額
の合計額（以下「消費税額等」といいます。）
のうちに、８％又は10％の消費税及び地方
消費税の税率により課されるべき消費税
額等（以下「新消費税額等」といいます。）
が含まれる場合の認定住宅限度額は、650
万円です。それ以外の場合の認定住宅限度
額は、500万円です。

平成
令和

平成
令和（　　　　　年分）



「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」の書き方（提出用）

○　「３　税額控除限度額の計算等」欄

　 

１　消費税率が５％による消費税額等に対応する標準的な費用の額の計算

　　標準的な費用の額　　　　消費税額等（5％）に対応する認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額　　　

　　表面の⑨欄の金額　　×　　 　　　　　　(　　　　　　　円 )　　　　　　　　　 　＝　㉔(　　　　　　　　　　　円 )

　　(　 　　　　　円 )　　　 認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額の総額　　　　　　　　　　　※　最高 500 万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(　　　　　　　円 )

２　消費税率が８％又は10％による消費税額等に対応する標準的な費用の額の計算

　　標準的な費用の額　　　　消費税額等（８％又は 10％）に対応する認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額　　　

　　表面の⑨欄の金額　　×　　 　　　　　　(　　　　　　　円 )　　　　　　　　　 　＝　㉕(　　　　　　　　　　　円 )

　　(　 　　　　　円 )　　　 認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額の総額　　　　　　　　　　　※　最高 650 万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(　　　　　　　円 )

３　合計額の計算

　 　　㉔(　　　　　　円 )　＋　㉕(　　　　　　円 )　＝　㉖(　　　　　　円 )

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※　最高 650 万円

　認定住宅の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、消費税率（８％又は10％）による消費税額

等と消費税率（５％）による消費税額等の合計額から成る場合には、次の算式により、消費税率（８％又は10％）によ

る消費税額等に対応する標準的な費用の額㉔と消費税率（５％）による消費税額等に対応する標準的な費用の額㉕との

合計額㉖を表面の⑪欄に転記してください。



（平成26年４月１日以後居住用）
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「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」の書き方（��用）
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「認定住宅新築等特別税額控除額の計算明細書」の書き方（控用）


